
施
術
を
受
け
る
と
き
は
、
健
康
保
険
の
対
象
に
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　①�

負
傷
の
原
因
を
正
確
に
伝
え
ま
し
ょ
う

　
　�

交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
行
為
に
よ
る
施
術
の
場
合
は
、住
民
課
保
険
年
金
担
当
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

　②
施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、医
師
の
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う

　�

　
内
科
的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、医
師
の
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　③
療
養
費
支
給
申
請
書
の
内
容
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う

　
　�

接
骨
院
で
施
術
を
受
け
る
場
合
、療
養
費
支
給
申
請
書
に
署
名
が
必
要
と
な
り
ま
す
。こ
の

申
請
書
に
は
、傷
病
名
や
施
術
内
容
、回
数
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、内
容
を
確

認
し
て
か
ら
署
名
し
ま
し
ょ
う
。

　④
領
収
証
は
必
ず
も
ら
い
ま
し
ょ
う

　
　�

領
収
証
は
保
管
し
て
お
き
、医
療
費
通
知
で
金
額・日
数
の
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、

医
療
費
控
除
を
受
け
る
際
に
も
必
要
で
す
。大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　〈対
象
者
〉

　
日
野
町
に
住
所
が
あ
る
65
歳
以
上
の
方

　(

令
和
６
年
度
中
に
65
歳
に
な
る
方
を
含
む)

　(

昭
和
35
年
４
月
１
日
以
前
に
お
生
ま
れ
の
方)

　〈持
ち
物
〉
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診
の
お
知
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き
み
ど
り
色
）
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康
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険

国
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康
保
険

み
ん
な
で
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え
あ
う

65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

柔
道
整
復
師（
接
骨
院・整
骨
院
）の
か
か
り
方
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師
や
柔
道
整
復
師
に
、骨
折
、脱だ

っ
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ゅ
う

、

打だ

撲ぼ
く

、ね
ん
ざ
、肉
離
れ
な
ど
と
診
断
ま

た
は
判
断
さ
れ
、施
術
を
受
け
た
と
き

※�

骨
折
お
よ
び
脱
臼
に
つ
い
て
は
、応
急
手

当
を
す
る
場
合
を
除
き
、あ
ら
か
じ
め
医

師
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

保
険
の
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と
な
る
施
術
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単
な
る
疲
労
や
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的
な
要
因
か
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る
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や
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疲
労
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脳の
う

疾し
っ
か
ん患
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う

遺い
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ょ
うな
ど
の
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性
病
や
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状

の
改
善
の
み
ら
れ
な
い
長
期
の
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術
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仕
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勤
途
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に
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負
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の
対
象
と
な
る
場
合
）な
ど
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険
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
術

施
術
を
受
け
る
際
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
、
正
し
く
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　
町
で
は
、65
歳
以
上
の
住
民
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
、結
核
検
診
を
実
施
し
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、結
核
検
診
の
お
知
ら
せ
を
お
送
り
し
ま
す
。お
手
元
に
届
い
て

い
な
い
場
合
で
も
、対
象
年
齢
の
方
で
あ
れ
ば
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
で
き
る
だ
け
お
近
く
の
会
場
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、受
診
さ
れ
な
い
場
合
、

福
祉
保
健
課
へ
の
連
絡
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

施
術
を
う
け
る
と
き
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注
意

◆
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令和６年４月１日から保険料率を改定します。
●�令和６·７年度の保険料率（年額） 令和６年度の保険料の額は、７月に郵便でお知らせします。

区 　 分
保 険 料 率

現行�（令和４・５年度） 改定後�（令和６・７年度）
被保険者均等割額 46,160 円 48,604 円
所得割率 (※１) 8.70％ 9.56％�(※２)
年間保険料上限額 66万円 80万円�(※3)

※１���「所得割額」の計算方法…総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた金額×上記の割合
※２���総所得金額等から43万円を差し引いた金額が58万円以下の方の所得割率は8.84％（令和６年度に限る）
※３���令和６年３月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方もしくは、障がい認定により、後期高

齢者医療の被保険者となった方の年間保険料上限額は73万円（令和６年度に限る）。（ただし、令和６年４月
１日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域連合では対象外）

　�被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
　　　43万円+10万円×（年金・給与所得者の数（※）－１）

　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
　　　43万円＋（29.5万円×世帯の被保険者数）+10万円×（年金・給与所得者の数（※）－１）

　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
　　　43万円＋（54.5万円×世帯の被保険者数）+10万円×（年金・給与所得者の数（※）－１）

※�年金・給与所得者の数は、令和５年中の給与収入が55万円を超える方、または公的年金収入
額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方が該当します。

　世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が
軽減されます。
　・�65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。
　・�事業所得などの専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。

均等割額が７割軽減される方

均等割額が5割軽減される方

均等割額が2割軽減される方

◆問い合わせ先　
　住民課　保険年金担当	 ☎0748-52-6584
　滋賀県後期高齢者医療広域連合　☎077-522-3013

広域連合のホームページで
保険料額の計算ができます。▷

後期高齢者医療制度の保険料率をお知らせします令和６•７年度の

　

●�令和６年度の均等割額が軽減される場合

後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ【
注
意
】

　
令
和
６
年
度
も
集
団
健
診
で
肺
が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
す
。

　
肺
が
ん
検
診
と
結
核
検
診
は
同
様
の
検
査(

胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影)

に
な
り

ま
す
の
で
、不
必
要
な
被
ば
く
を
避
け
る
た
め
、肺
が
ん
検
診
の
受
診
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、結
核
検
診
を
受
診
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
肺
が
ん
検
診
は
、喫
煙
の
度
合
い
な
ど
に
よ
り
、喀か

く

た
ん
検
査
を
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。）

検
診
料
は

　無
料
で
す
！

結
核
検
診
の
お
知
ら
せ

結
核
検
診
の
お
知
ら
せ
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す
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し
、
正
し
く
受
診
し
ま
し
ょ
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町
で
は
、65
歳
以
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の
住
民
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
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核
検
診
を
実
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ま
す
。

対
象
の
方
に
は
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の
お
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を
お
送
り
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す
。お
手
元
に
届
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て

い
な
い
場
合
で
も
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年
齢
の
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で
あ
れ
ば
受
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す
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と
が
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い
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れ
な
い
場
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、
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令和６年４月１日から保険料率を改定します。
●�令和６·７年度の保険料率（年額） 令和６年度の保険料の額は、７月に郵便でお知らせします。

区 　 分
保 険 料 率

現行�（令和４・５年度） 改定後�（令和６・７年度）
被保険者均等割額 46,160 円 48,604 円
所得割率 (※１) 8.70％ 9.56％�(※２)
年間保険料上限額 66万円 80万円�(※3)

※１���「所得割額」の計算方法…総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた金額×上記の割合
※２���総所得金額等から43万円を差し引いた金額が58万円以下の方の所得割率は8.84％（令和６年度に限る）
※３���令和６年３月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方もしくは、障がい認定により、後期高

齢者医療の被保険者となった方の年間保険料上限額は73万円（令和６年度に限る）。（ただし、令和６年４月
１日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域連合では対象外）

　�被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
　　　43万円+10万円×（年金・給与所得者の数（※）－１）

　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
　　　43万円＋（29.5万円×世帯の被保険者数）+10万円×（年金・給与所得者の数（※）－１）

　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
　　　43万円＋（54.5万円×世帯の被保険者数）+10万円×（年金・給与所得者の数（※）－１）

※�年金・給与所得者の数は、令和５年中の給与収入が55万円を超える方、または公的年金収入
額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方が該当します。

　世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が
軽減されます。
　・�65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。
　・�事業所得などの専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。

均等割額が７割軽減される方

均等割額が5割軽減される方

均等割額が2割軽減される方

◆問い合わせ先　
　住民課　保険年金担当	 ☎0748-52-6584
　滋賀県後期高齢者医療広域連合　☎077-522-3013

広域連合のホームページで
保険料額の計算ができます。▷

後期高齢者医療制度の保険料率をお知らせします令和６•７年度の

　

●�令和６年度の均等割額が軽減される場合
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必
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め
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の
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を
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は
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